
 

介護保険住宅改修における「受領委任払い」制度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例 工事費用 20万円の改修を行った場合 

 

【受領委任払いの場合】 

利用者は 2 万円（一定以上の所得のある方は４万円又は６万円）だけを事

業所に支払い、区介護保険室へ申請の際に事業所に給付費の受取りを委任す

る手続きを行うと、事業所に対して残りの 18 万円（一定以上の所得のある

方は１６万円又は１４万円）が支給されます。  

利用者が支払う額が当初から軽減されるため、償還払いでは一時的な負担が

厳しいという方でも利用することができます。 

 

【償還払いの場合】  

利用者が 20万円を事業所に支払い、区介護保険室に申請をすると、利用者

に対して 18万円（一定以上の所得のある方は１６万円又は１４万円）が支給

されます。 

 

 住宅改修費の支給方法は、「受領委任払い」と「償還払い」です。 
 
「受領委任払い」 
利用者は１割（一定以上の所得のある方は２割又は３割）だけを事業所に支

払い、区介護保険室へ申請の際に事業所に給付費の受取りを委任する手続きを
行うと、事業所に対して残り９割（一定以上の所得のある方は８割又は７割）
が支給されます。（平成１９年１０月１日より） 
 

※受領委任払いでの住宅改修を希望する場合、あらかじめ市に登録した事業所

の中から選択することになります。登録事業所一覧は、各区介護保険室窓口
で配布及び千葉市介護保険管理課ホームページで公表しています。 

 
「償還払い」 
利用者が工事費用の全額を事業所に支払い、区介護保険室に申請すると、利

用者に対して対象となる工事（上限２０万円）の９割（一定以上の所得のある
方は８割又は７割）が支給されます。 


